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新型コロナウイルス感染症に伴う外来診療の制限について 

現在，県内では新型コロナウィルスの感染拡大が続いており，当院においてもコロ

ナ感染患者の入院受入等に医療資源をシフトする必要があるため，一般診療を一部制限

することといたしました。 

1 月 31 日から当分の間，外来診療について予約患者さんのみとし，紹介状をお持ち

の方を含め初診は原則休止させていただきます。（救急・産科・小児科は除きます） 

 

感染拡大防止対策の強化のため診療制限としますが，制限を解除できる状態になり

ましたら速やかにお知らせいたします。 

 

皆様にはご心配，ご迷惑をおかけいたしますが，感染拡大防止に全力で努めており

ますので，ご理解ご協力下さいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。 
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